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「令和 6年度 DX推進人材育成事業」業務委託仕様書 

 

本書は、標記事業を実施するにあたりその業務委託仕様を定めるものである。 

 

1.業務名 

「令和 6年度 DX推進人材育成事業」 

 

2.事業目的 

令和 4年度に策定された「那覇市 DX推進計画（以下、本計画という）」では、「デジタ

ルで変わり続けるまち・那覇」を基本理念とし、「誰もがデジタル技術の恩恵を受け、

便利で豊かな那覇」実現のため、6 年間をかけて 17 のアクションプランに取り組むと

している。 

本事業は、本計画（P19-P20）が示す DX推進のために必要な人材の育成を目的とする。 

 

3.委託期間 

 契約締結の日から令和 7年 3月 31日まで 

 

4.事業内容 

4-1.事業対象 

本計画では、本市の DX 推進において中心的役割を担うのはデジタル化推進メンバー

としている。一方、DX を職員の業務効率化に繋げるには業務フローの見直しが発生す

る可能性が高く、フォロワーなど業務に携わる職員からの理解・協力が必要である。 

また、業務を柔軟かつ迅速に変革させていくためには管理職のマインドセットも必要

となることから、本事業では本市職員を幅広く対象とする。 

 

4-2.事業詳細 

 本事業においては、(1)DX推進のためのワークショップの実施、(2) 課長級以上を対

象とした管理職特別研修の実施、(3)テックリーダー育成のための Microsoft Accessの

オンライン研修などを委託する。 

 開催場所は原則本庁舎内会議室とする。現場研修を効果的に進めるためのオンライン

学習の活用は可能だが、現場研修の開催を 1回以上求める。 

 (1)、(3)については、研修のアーカイブ動画を提供すること。 
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※1 オンライン研修・現場研修の合計時間とする。 

※2 受講人数は提案内容を加味して協議のうえ決定する。提案においては、効果的だと判断する理

由、受講者の選定方法等も併せて示すことを求める。 

 

4-3.アンケートの実施 

出席者へのアンケートを実施し、感想や意見をまとめること 

 

4-4.事業管理 

①実施計画の策定 

事業責任体制、業務内容、事業スケジュール等を示した計画を策定すること。 

②業務体制の構築と明確化 

本件事業の実施に必要な能力、資格、経験を有する事業責任者及び作業者を定めると

ともに責任体制を明らかにすること。また、契約期間中は、専任の担当者（発注者側と

の連絡調整担当者）を配置すること。 

③会議の開催 

発注者への事業進捗報告や協議を目的とした会議を必要に応じて開催すること。 

④許認可手続 

本件事業の実施に必要な法令等に基づく全ての申請、許認可等の手続は、受注者が責

任をもって行うこと。発注者側の申請等の手続きが必要な場合は協議による。 

⑤ドキュメント等の整備と保存 

本件業務で使用したドキュメント類を整理し保存すること。また、当該ドキュメント

の保存は５年間とする 

 

 所要時間 対象予定人数 

(1)DX 推進ワークショップ（BPR

等） 

【例】実際の業務を題材とした

BPR,課題解決に向けた取組み等 

任意 
3 回以上 

※1 
約 50 人程度 ※2 

(2)管理職特別研修 

本市人事部門が開催する研修の中

で実施する 

1 時間程度 1 回 

(3)Microsoft Access オンライン

研修（初級） 

オブジェクト、テーブル、クエリ、

フォーム、マクロ、レポート等が理

解できること 

10 時間以上 30 人以上 



3 

5.成果物 

本件業務が完了したときは、次の成果物を速やかに本市へ提出すること。 

・実績報告書（実施計画、実績報告、ｱﾝｹｰﾄ結果等） 

※印刷物 1 部及び電子ファイル（CD-ROM 等） 

 ・研修に用いた動画コンテンツ 

  ※電子ファイル（CD-ROM 等） 

 

6.留意事項 

①本仕様書の掲載されている業務内容は、企画提案の為設定したものであり、優先交渉

権者との協議において、企画提案書の項目の追加、変更及び削除（以下「追加等」とい

う。）を行ったうえで本契約の仕様に反映させることができる。ただし、追加等を行う場

合は、審査結果に影響を与えない範囲で行う。 

②契約締結後、速やかに本市の担当者と打ち合わせた上で、業務実施に係る計画書（実

施内容、スケジュール等を記載）及び実施体制図を作成し承諾を得ること。また業務の

実施にあたっては、本市と十分協議をしたうえで行うこと。 

③受託者は、業務の一部を第三者に再委託することができる。その場合は、再委託先ご

との業務内容、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記の上、事前に書面にて報告

し、本市の承諾を得なければならない。 

④想定されるリスクに対して、適切なリスク管理及び対応を行うこと。 

⑤この仕様書に記載されていない事項あるいはこの仕様書の記載事項に疑義が生じた場

合は、本市と受注者で協議するものとする。 

 

7.成果物の帰属 

成果物の所有権及び著作物の使用権については、発注者に帰属するものとする。ただ

し、第三者の著作権等その他の権利に抵触する場合についてはその限りではない。 


